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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタルサービスソース装置を供給源として供給される少なくとも１つのディジタル
サービスに対応するデータの少なくとも一部を再生するデータ再生装置であって、
　前記ディジタルサービスの第１パートを形成する第１のデータを受信する第１の受信手
段と、
　前記第１の受信されたデータを処理する第１の処理手段と、
　前記第１の処理されたデータの出力を再生する第１の再生手段と、
　前記第１の受信されたデータの処理および／または再生にかかる時間によって前記第１
の再生されたデータの出力に生じた遅延である第１の遅延を前記ディジタルサービスソー
ス装置に通知する通信手段と、
　前記ディジタルサービスの第２パートを形成する第２のデータを受信する第２の受信手
段と、
　前記第２の受信されたデータを処理する第２の処理手段と、
　前記第２の処理されたデータの出力を再生する第２の再生手段と
を備え、
　前記通信手段が、さらに、前記第２の受信されたデータの処理および／または再生にか
かる時間によって前記第２の再生されたデータの出力に生じた遅延である第２の遅延を前
記ディジタルサービスソース装置に通知し、
　前記ディジタルサービスの第１パートを形成するデータはビデオデータであり、前記デ
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ィジタルサービスの第２パートを形成するデータはオーディオデータである、データ再生
装置。
【請求項２】
　前記第１の遅延の少なくとも１つの既定の値と、前記第２の遅延の少なくとも１つの既
定の値とを記憶する記憶部を更に備えた、請求項１に記載のデータ再生装置。
【請求項３】
　前記記憶部がＥＤＩＤを用いて前記第１の遅延と前記第２の遅延を記憶する、請求項２
に記載のデータ再生装置。
【請求項４】
　ディジタルサービスソース装置であって、
　前記ディジタルサービスの第１パートを形成するデータである第１のデータを出力する
第１の出力手段と、
　前記ディジタルサービスの第２パートを形成するデータである第２のデータを出力する
第２の出力手段と
を備え、
　少なくとも前記第１のデータを再生する再生装置から前記第１のデータに関する第１の
遅延量インジケータを受信する受信手段と、
　受信された前記第１の遅延量インジケータにしたがって前記ディジタルサービスの前記
第２パートを形成する前記出力されたデータにプログラマブル遅延量を印加する遅延量印
加手段と
をさらに備えており、
　前記受信手段が、さらに前記再生装置から前記第２のデータに関する第２の遅延量イン
ジケータを受信し、前記遅延量印加手段が、受信された前記第１の遅延量インジケータお
よび前記第２の遅延量インジケータにしたがって、前記ディジタルサービスの前記第２パ
ートを形成する前記出力されたデータにプログラマブル遅延量を印加するように構成され
ており、
　前記ディジタルサービスの第１パートを形成するデータはビデオデータであり、前記デ
ィジタルサービスの第２パートを形成するデータはオーディオデータである、ディジタル
サービスソース装置。
【請求項５】
　前記遅延量印加手段が、受信された前記第１の遅延量インジケータと前記第２の遅延量
インジケータとの差に等しいプログラマブル遅延量を前記ディジタルサービスの前記第２
パートを形成する前記出力されたデータに印加するように構成されている、請求項４に記
載のディジタルサービスソース装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　１．発明の属する技術分野
　本発明は、ディジタルサービスの各パートを同期させる装置および方法に関する。例え
ば本発明は、オーディオビジュアルディジタルサービスのオーディオ／ビジュアル同期に
関連する。
【０００２】
　２．従来技術の説明
　多年にわたってスクリーン関連技術はＣＲＴスクリーンを基礎としてきた。これは純粋
にアナログの技術である。１９９０年代から、画像システムにおいて、カメラで画像信号
を記録し、これを例えば動き補償を用いた１００Ｈｚのスクリーンで表示するなど、ディ
ジタル技術が広汎に用いられるようになった。最初、これらの新技術においてビデオ画像
に有意な遅延量を導入したものはなかった。オーディオ／ビジュアル同期（以下ではＡ／
Ｖ同期と略す）は、デコーダから供給されたオーディオストリームおよびビデオストリー
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ムがオーディオビジュアル再生装置で即時に再生されるものとの仮定に基づいてデコーダ
によって行われていた。デコーダでは、Ａ／Ｖ同期の原理は、ＭＰＥＧエンコーダに包含
されている"プログラムクロックリファレンス"および"プレゼンテーションタイムスタン
プ"などのパケット内のタイムマーカを用いて、共通の時間参照子に対してビデオおよび
オーディオを提示するものである。ISO/IEC13818-1規格のAppendixDには"LIPSYNC"と称さ
れるこうしたＡ／Ｖ同期の詳細が説明されている。こんにちのデコーダのＡ／Ｖ同期モジ
ュールのチューニングプロシージャは、テストＭＰＥＧストリームから導出されたオーデ
ィオビデオパケットを復号化し、応答時間を即時であると見なして、これを再生装置、例
えばＣＲＴＴＶで提示するものである。同様にＤＶＤプレーヤにおいても、Ａ／Ｖ同期は
プレーヤそのものにおいて処理され、プレーヤ出力のオーディオストリームとビデオスト
リームとの同期が保証されている。
【０００３】
　最近のスクリーン技術の進歩により、市販されている新たなスクリーンおよび多少とも
複雑なオーディオビジュアル再生装置は次のようなものになっている。ａ）オーディオ信
号が復号化形式（例えばＰＣＭフォーマット）または符号化形式（例えばドルビーディジ
タル）で供給されるオーディオビジュアル再生装置、例えば"ホームシネマ"装置。ｂ）幾
つかの国々で主流となりつつある高解像度ＴＶ（以下ではＨＤＴＶと略す）。これは例え
ばコスト低減のためのＭＰＥＧ４技術とともに消費者市場に現れた。複数の高解像度フォ
ーマット（以下ではＨＤフォーマットと略す）が標準解像度フォーマット（以下ではＳＤ
フォーマットと略す）と共存している。ＨＤフォーマットはスクリーンでのビデオ画像の
表示前に膨大なビデオ処理を要求するので、遅延が発生する。ｃ）多数のスクリーン技術
、例えばＬＣＤ，ＬＣＯＳ，ＤＬＰ，プラズマなどのスクリーンがＨＤフォーマットおよ
びＳＤフォーマットの双方に対して利用可能である。これらの種々のスクリーンは自身の
ビデオプロセッサに最適なレンダリングを要求するので、遅延が発生する。
【０００４】
　これまでのオーディオビジュアルシステムについての研究から、人間はＡ／Ｖの位相ず
れに敏感であることがわかっている。ベル研究所で１９４０年に行われた研究によれば、
１００ｍｓより大きいオーディオ遅れまたは３５ｍｓより大きいオーディオ進みは視聴に
困難を生ずることが判明した。実生活においても人間はふつうオーディオ進みに対するよ
りオーディオ遅れに対するほうが寛容である。なぜならスクリーンに表示されるものを見
ないうちに音を聞くのは不自然だからである。したがって、ＩＴＵ規格では、オーディオ
ビジュアルシステム全般にわたって許容可能なＡ／Ｖ同期エラーと許容不能なＡ／Ｖ同期
エラーとが共通のルールとして定められている。１９９３年のＩＴＵ規格［DOC11/59］に
よれば、感知可能域は１００ｍｓより大きい遅れおよび２０ｍｓより大きい進みと定義さ
れた。また抵抗発生域は１６０ｍｓより大きい遅れおよび４０ｍｓより大きい進みと定義
された。しかし１９９８年のＩＴＵ規格では、特別な理由もないのに、感知可能域の定義
が１２５ｍｓより大きい遅れおよび４５ｍｓより大きい進みと緩められた。また抵抗発生
域の定義は１８５ｍｓより大きい遅れおよび９０ｍｓより大きい進みとされた。これらの
範囲はITU-R BT 1359-1規格に定義されている。
【０００５】
　ディジタルＴＶ規格開発のための国際機関であるＡＴＳＣ（"Advanced Television Sys
tem Committee"）は、変更された規格が不適切であり、ベル研究所での研究に沿っていな
いと指摘している。ここでは同期エラーは［－９０ｍｓ，＋３０ｍｓ］内にとどめ、しか
もオーディオビジュアルシステムにおいて、取得側で［－４５ｍｓ，＋１５ｍｓ］、エン
コーダ・デコーダ・ＴＶ側で［－４５ｍｓ，＋１５ｍｓ］となるように分散すべきである
ことが提案されている。
【０００６】
　こんにち、ビデオ再生装置、例えばＬＣＤスクリーンでは、ビデオ処理装置で数１０ミ
リ秒、しばしば１００ミリ秒近くになる遅延が測定されている。発生する遅延は装置ごと
に、画像フォーマットにしたがって、例えばインタレース画像（例えばＳＤで５７６ｉ２
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５，ＨＤで１０８０ｉ２５）であるかプログレッシブ画像（例えばＳＤで５７６ｐ２５，
ＨＤで７２０ｐ５０）であるかによって、大きく変化する。特にスクリーンがデインタレ
ース機能に対して適合化される場合にはそれが顕著である。当該の処理には画像メモリ、
例えばＦＩＦＯ、ＳＤＲＡＭなどが要求されるが、これによりオーディオ信号の遅延に比
べてビデオ信号の遅延が増大する。このことはオーディオ信号が対応するビデオ信号にし
ばしば先行するということを意味する。実用上、オーディオ再生装置は通常の使用状況で
は大きな遅延を発生しない。遅延が発生するのはサウンドエフェクトが加えられるときで
ある。この場合の遅延はユーザに許容可能な範囲にとどまる。
【０００７】
　ＣＲＴスクリーンとは異なり、現在用いられている新しいフラットパネルスクリーンで
は応答は即時には行われない。種々のコンポーネントまたは種々のモジュールが遅延を発
生するからである。図１には従来技術のオーディオビジュアル再生装置１、例えばフラッ
トパネルＴＶが示されており、そこにはブロック１０，１１，１２として種々のモジュー
ルが存在している。この再生装置はスクリーン１２としてのビデオ再生装置および外部ス
ピーカまたはビルトインスピーカ１３としてのオーディオ再生装置を含んでいる。ビデオ
再生装置の従来のモジュール、例えばチューナ、ＰＡＬデコーダ、Ａ／Ｄコンバータなど
については周知であるので詳細には説明しない。モジュール１０，１１，１２は固定また
はフレームごとに可変のビデオ遅延を発生する。こうした遅延は処理の態様およびスクリ
ーンタイプにしたがって変化する。これらの遅延が補償されないと、定義された許容可能
域を超えるＡ／Ｖ同期エラーが発生し、ユーザに認知されてしまう。
【０００８】
　最初のデインタレーサ／フォーマットコントローラ１０はインタレース画像をプログレ
ッシブ画像へ変換し、入力信号の解像度をスクリーンの解像度へ、例えば１９２０×１０
８０ｉから１２８０×７２０ｐへ適合させる。このブロックではフレームメモリＳＤＲＡ
ＭまたはＤＤＲＡＭが用いられており、インタレース５０Ｈｚまたはプログレッシブ６０
Ｈｚのビデオフォーマットにしたがって可変の遅延Ｄｄが生じる。
【０００９】
　次のスクリーンコントローラ１１はプログレッシブ画像をスクリーンに対して互換性を
有するフォーマットへ変換する。このコントローラはスクリーンをアドレシングし、画像
品質の増大処理を行う。ここではスクリーンタイプに依存する遅延Ｄｅがしばしば発生す
る。つまり、ＬＣＤ（Liquid Crytal Display）‐ＬＣＯＳ（Liquid Crystal on Silicon
）スクリーンでは、次のようなプロセスで遅延が発生すると考えられる。
・グレーレベルごとの切り換えが必要とされるとき液晶の応答時間を高めるためのオーバ
ードライブ。この演算にはフレームメモリが使用され、固定の遅延Ｒｃ＿ｌｃｄ＿ｏｖｅ
ｒｄｒｉｖｉｎｇが生じる。
・大面積のフリッカ効果を低減するために３バルブＬＣＯＳで常用されるフレームコピー
。この演算にもフレームメモリが使用され、固定の遅延Ｒｃ＿ｌｃｏｓ＿ｄｏｕｂｌｅが
生じる。
【００１０】
　ＤＬＰＴＭ（Digital Light Processing）‐ＬＣＯＳでは、次のようなプロセスで遅延
が発生すると考えられる。
・連続色への変換。この演算にはフレームメモリが使用され、固定の遅延Ｒｃ＿ｄｌｐ‐
ｌｃｏｓ＿ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌが生じる。
・連続ビット平面で行われるＤＬＰスクリーンアドレシング。この演算は固定の遅延ＲＣ
＿ｄｌｐ＿ｂｉｔｐｌａｎｅを生じる。
【００１１】
　プラズマスクリーンでは、次のようなプロセスで遅延が発生すると考えられる。
・連続サブスキャニング演算によるスクリーンアドレシング。これにより遅延Ｒｃ＿ｐｌ
ａｓｍａ＿ｂｉｔｐｌａｎｅが生じる。
・偽輪郭効果およびぼやけ効果を低減するための動き補償。この演算にはフレームメモリ
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有機発光ダイオードＯＬＥＤのスクリーンでも同様の遅延が発生する。
【００１２】
　さらにスクリーン１２そのものも遅延を有する。ＬＣＤ‐ＬＣＯＳスクリーンの発光は
液晶に印加される電圧を変調することにより得られる。ＤＭＤＴＭ（Digital Micromirro
r Device）では、光はマイクロミラーのピボット制御によってバイナリ変調される。プラ
ズマパネルでは、光はガス励起によってバイナリ変調される。したがって光は変調に対し
て遅延をともなって応答する。この遅延は主としてスクリーンのコンポーネントの物理特
性、例えば液晶特性、ガス特性などに依存する。さらに、シーケンシャルメモリを備えた
ＤＬＰ‐ＬＣＯＳのように、付加的な遅延を誘発する内部メモリを組み込んだスクリーン
も存在する。したがってスクリーンそのものもタイプに直接に関連した遅延Ｄｅを有する
ことになる。
【００１３】
　ＬＣＤ‐ＬＣＯＳスクリーンは特に次のような遅延を有する。
・スクリーンが行ごとにアドレシングされるので、最後の行は第１の行から１フレーム期
間後にリフレッシュされることになる。このアドレシング演算は固定の遅延Ｒｅ＿ｌｃｄ
＿ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇを生じる。
・液晶は変調電圧を印加してからセットアップまでに所定の時間を要する。この必要時間
は遅延とセットアップ時間とに区別される。この２つの時間は先行フレームと現在フレー
ムとのあいだのグレーレベル遷移に依存する。この２つの時間は可変の遅延Ｒｅ＿ｌｃｄ
＿ｌｉｑｕｉｄ－ｃｒｙｓｔａｌとなる。
【００１４】
　他のタイプのスクリーン、例えばプラズマパネル，ＤＬＰ，ＯＬＥＤは他のタイプの遅
延を有する。
【００１５】
　プラズマパネルは特に次のような遅延を有する。
・パネル内に封入されているガスがビデオコンテンツに応じた応答時間を有するため、可
変の遅延Ｒｅ＿ｐｌａｓｍａ＿ｇａｓが生じる。
【００１６】
　ＤＬＰＴＭスクリーンは特に次のような遅延を有する。
・このディスプレイは内部メモリを含み、これに対してサブスキャニング形式でアドレシ
ングする。これにより固定の遅延Ｒｅ＿ｄｌｐ＿ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇが生じる。
【００１７】
　ＤＭＤＴＭはきわめて迅速な応答時間を有する。このデバイスは特に遅延を有さない。
【００１８】
　下に掲げた表には種々のタイプのスクリーンでの種々の遅延の例がまとめてある。表に
おいて、Ｔはフレーム期間（２０ｍｓ／５０Ｈｚ，１６．７ｍｓ／６０Ｈｚ）を表してい
る。
【００１９】
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【表１】

【００２０】
　スクリーンに使用されている技術に応じて、画像の遅延は、画像の重要性にかかわらず
コンテンツ例えばグレーレベルにしたがって変化し、固定またはフレームごとに可変とな
る。こうした遅延はビデオフォーマットに依存しても変化する。ＴＶまたはＤＶＤでは、
４つのフォーマット、すなわち、５０Ｈｚインタレース入力、５０Ｈｚプログレッシブ入
力、６０Ｈｚインタレース入力、６０Ｈｚプログレッシブ入力が存在する。
【００２１】
　オーディオストリームとビデオストリームとのあいだの遅延は使用されるオーディオフ
ォーマット、例えばＭＰＥＧ１，ＭＰＥＧ２レイヤ１，ＭＰＥＧ２レイヤ２，ＤＯＬＢＹ
ＡＣ－３に依存する。この遅延はユーザに大きな抵抗感を与えるトレランス外Ａ／Ｖ同期
エラー、言い換えれば許容域を超えるＡ／Ｖ同期エラーを引き起こす。
【００２２】
　上述した分析は、ユーザの認識の快適性を高め、ビデオストリームおよびオーディオス
トリームを再生する際の遅れまたは進みを定義された許容域内にとどめるために、オーデ
ィオストリームとビデオストリームとを同期させる必要があることを示している。より一
般的に云えば、ユーザに抵抗感を与えないよう、遅れまたは進みの許容域を超えずにサー
ビスの各パートを再生するには、ディジタルサービスの各パートを同期させなければなら
ない。
【００２３】
　３．発明の概要
　本発明の課題は従来技術の欠点を克服することである。このために、本発明では、種々
の処理および装置そのものによって引き起こされた遅延を考慮に入れ、これをディジタル
サービスの少なくとも一部に適用してディジタルサービスの各パートを同期させる装置お
よび方法を提供する。そのねらいは、ユーザに抵抗感を与える許容域からの逸脱を回避す
ることにある。
【００２４】
　本発明は第１に、ディジタルサービスソース装置から到来したディジタルサービスの少
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なくとも一部を形成するデータを受信する受信手段と、受信データの少なくとも一部を処
理する処理手段と、ディジタルサービスの少なくとも一部の出力を再生する再生手段とを
有しており、ここで、データの処理および再生にかかる時間が再生データの出力に遅延を
発生する、データ再生装置に関する。本発明によれば、データ再生装置はさらに、発生し
た遅延量をディジタルサービスソース装置に知らせる通信手段を有する。
【００２５】
　本発明の有利な実施形態によれば、再生装置はＴＶであり、ディジタルサービスはオー
ディオビジュアルサービスであり、処理データは複数のフレームとして編成されたビデオ
データである。さらに、ディジタルサービスの少なくとも一部を出力する再生手段の１つ
はスクリーンであり、有利にはＬＣＤスクリーン、ＯＬＥＤスクリーンまたはＤＬＰスク
リーンなどのフラットパネルスクリーンである。
【００２６】
　本発明の有利な別の実施形態によれば、受信データの少なくとも一部を処理する処理手
段の１つはデインタレーサである。
【００２７】
　有利には、再生装置は遅延の値を記憶する不揮発性メモリを含む。特に有利には、不揮
発性メモリはＥＰＲＯＭである。
【００２８】
　本発明の別の有利な実施形態によれば、遅延の値はＥＤＩＤデスクリプタの形式で提示
される。
【００２９】
　有利には、発生した遅延量をディジタルサービスソース装置へ知らせる通信手段はＤＤ
ＣプロトコルまたはＣＥＣプロトコルを用いたリンクを含む。デコーダはＤＤＣリンクを
介してＥＤＩＤデスクリプタの形式で記憶された遅延の値を取得する。
【００３０】
　本発明は、第２に、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータを出力する第１
の出力手段と、ディジタルサービスの第２パートを形成するデータを出力する第２の出力
手段と、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータを再生するデータ再生装置と
通信する通信手段とを有する、ディジタルサービスソース装置に関する。本発明によれば
、ディジタルサービスソース装置にはさらに、ディジタルサービスの第２パートを形成す
る出力データにプログラマブル遅延量を加える印加手段と、ディジタルサービスの第１パ
ートを形成するデータを再生するデータ再生装置から遅延量インジケータを受信する受信
手段と、受信された遅延量インジケータにしたがってプログラマブル遅延量を加えるプロ
グラミング手段とが設けられている。
【００３１】
　本発明の有利な実施形態によれば、ディジタルサービスソース装置はディジタルデコー
ダである。本発明の別の有利な実施形態によれば、ディジタルサービスソース装置はＤＶ
Ｄプレーヤである。
【００３２】
　本発明の１つの実施形態によれば、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータ
はビデオデータであり、ディジタルサービスの第２パートを形成するデータはオーディオ
データである。
【００３３】
　本発明の別の実施形態によれば、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータも
ディジタルサービスの第２パートを形成するデータもビデオデータである。
【００３４】
　有利には、プログラマブル遅延量の印加手段により、再生手段の要素、すなわちビデオ
データのデインタレーサ、フォーマットコントローラ、スクリーンコントローラおよびス
クリーンのうち１つまたは複数のものに起因する遅延量が補償される。
【００３５】
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　本発明の有利な別の実施形態によれば、プログラマブル遅延量の印加手段は、ディジタ
ルサービスの第２パートを形成するデータを受信された遅延量インジケータにしたがって
再記憶するまで一時記憶するメモリを含む。
【００３６】
　本発明は第３に、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータを出力する第１の
出力手段、ディジタルサービスの第２パートを形成するデータを出力する第２の出力手段
、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータを再生するデータ再生装置と通信す
る通信手段、および、ディジタルサービスの第２パートを形成する出力データにプログラ
マブル遅延量を加える印加手段を有するディジタルサービスソース装置と、ディジタルサ
ービスソース装置から到来したディジタルサービスの少なくとも一部を形成するデータを
受信する受信手段、および、ディジタルサービスの少なくとも一部を再生するために受信
データの少なくとも一部を処理する処理手段を有する少なくとも１つのデータ再生装置と
を含むシステムでディジタルサービスの２つのパートを同期させる方法に関する。本発明
の方法は、データ再生装置からディジタルサービスの少なくとも第１パートを形成する受
信データを処理および再生する際に発生した合計遅延量をソース装置へ送信するステップ
と、および、受信された遅延量インジケータを用いてディジタルサービスの第２パートを
形成するデータの出力を遅延させるためにソース装置側でプログラマブル遅延量をプログ
ラミングするステップとを有する。
【００３７】
　本発明の有利な実施形態によれば、遅延の一部はスクリーン特性に起因しており、液晶
スクリーンの場合、連続する２つのフレーム間のピクセルごとのグレーレベル差を計算す
るステップ、ピクセルごとに計算されたグレーレベル差から連続する２つのフレーム間の
ピクセルごとの応答時間を予測するステップ、全ピクセルについての遅延のヒストグラム
を形成するステップ、および、このヒストグラムから平均遅延を計算するステップにした
がって、スクリーン特性に起因する遅延量がフレームごとに予測される。
【００３８】
　本発明の実施形態によれば、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータはビデ
オデータであり、ディジタルサービスの第２パートを形成するデータはオーディオデータ
である。
【００３９】
　本発明の別の実施形態によれば、ディジタルサービスの第１パートを形成するデータも
ディジタルサービスの第２パートを形成するデータもビデオデータである。
【００４０】
　４．図面の簡単な説明
　以下に本発明を図示の有利な実施例に則して詳細に説明する。ただし本発明はこれらの
実施例に限定されるものではない。図１には従来技術によるフラットパネルＴＶの概略図
が示されており、これについては既に説明した。図２には内部オーディオ再生装置を用い
た本発明のオーディオビジュアルサービスの受信再生装置が示されている。図３には外部
オーディオ再生装置を用いた本発明のオーディオビジュアルサービスの受信再生装置が示
されている。図４にはソース側で補償された遅延を予測する本発明のオーディオビジュア
ルサービスの受信再生装置が示されている。図５には遅延を予測および補償する受信装置
を備えた本発明のオーディオビジュアルサービスの受信再生装置が示されている。図６に
は遅延を予測および補償する再生装置を備えた本発明のオーディオビジュアルサービスの
受信再生装置が示されている。図７には本発明により液晶スクリーンの遅延を予測する方
法が示されている。図８には種々のグレーレベル遷移に対する液晶の応答時間を表すチャ
ートが示されている。図９には本発明によるマニュアル式遅延量選択方法が示されている
。図１０には種々のビデオフォーマットに対する遅延量の選択方法が示されている。図１
１には本発明によるマニュアル式遅延量予測装置が示されている。図１２には本発明によ
るセミオートマティック式遅延量予測装置が示されている。図１３には本発明によるセミ
オートマティック式遅延量予測方法が示されている。図１４には外部オーディオ再生装置



(9) JP 5384006 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

および２つの遅延モジュールを含む受信装置を用いた本発明のオーディオビジュアルサー
ビスの受信再生装置が示されている。図１５には２つのビデオ再生装置に接続された受信
装置を用いた本発明のオーディオビジュアルサービスの受信再生装置が示されている。
【００４１】
　５．実施例の詳細な説明
　本発明の実施例をオーディオビジュアルディジタルサービスに則して説明する。Ａ／Ｖ
ソースはここではデコーダとするが、他のタイプのＡ／Ｖソース、例えばＤＶＤプレーヤ
であってもよい。オーディオビジュアル再生装置はここではスクリーンおよび音声出力部
すなわちビルトインスピーカを備えたＴＶとするが、これも他のタイプのオーディオビジ
ュアル再生装置、例えばコンピュータであってよい。オーディオ再生装置はここでは１つ
または複数のスピーカに接続されたアンプ、例えばホームシネマ装置のオーディオアンプ
を含み、ＴＶに外付け可能な装置とするが、これも他のタイプのオーディオ再生装置であ
ってよい。
【００４２】
　デインタレーサ回路は同相を保つためにビデオ入力と同じ遅延を加えられた補償用オー
ディオ入力を有する。しかしユーザが外部のオーディオ再生装置、例えばホームシネマ装
置からの音声の利用を選択した場合、遅延補償は行われない。したがってＡ／Ｖ信号のソ
ースであるディジタルデコーダにＡ／Ｖ同期モジュールを配置するのが自然であると思わ
れるが、そのためには市販されているＡ／Ｖ機器と互換性を有するようにしなければなら
ない。本発明の基本方式の１つとして、ＴＶの入力側のビデオ信号とスクリーンで表示さ
れるビデオ信号とのあいだの遅延の値をデコーダへ知らせる自動手段がＴＶに設けられる
。
【００４３】
　図２，図３にはオーディオビジュアルディジタルサービスを受信して表示する装置の２
つの実施例が示されている。装置の主要要素だけを図示してある。図２にはディジタルデ
コーダ２０を含んだオーディオビジュアルサービス装置が示されており、このディジタル
デコーダはリンク２２０，２２１，２２２を介してＴＶ２１に接続されている。デコーダ
２０は入力側で符号化オーディオビジュアルストリーム２２、例えばＭＰＥＧ符号化スト
リームを受信する。このＡ／Ｖストリーム２２はデマルチプレクサ２０４によりデマルチ
プレクスされ、少なくとも１つのオーディオ信号および少なくとも１つのビデオ信号とな
る。ビデオ信号はビデオデコーダ２００によって復号化される。オーディオ信号はオーデ
ィオデコーダ２０１によって復号化される。２つのストリームは２つのデコーダ２００，
２０１と通信するＡ／Ｖ同期モジュール２０２により同期される。Ａ／Ｖ同期モジュール
２０２はさらに処理ユニット２０３に接続されている。ビデオデコーダ２００はＤＶＩ／
ＨＤＭＩリンク（Digital Video Interface/High Definition Multimedia Interface lin
k）２２０を介してＴＶ２１へリンクされている。より詳細に云えば、ビデオデコーダ２
００はＴＶ２１のスクリーン処理モジュール２１０にリンクされている。このスクリーン
処理モジュール２１０はスクリーン２１１に接続されている。またオーディオデコーダは
リンク２２２を介してＴＶ２１のオーディオ再生装置２１２へリンクされている。Ａ／Ｖ
同期モジュール２０２は処理ユニット２０３に接続されており、この処理ユニットは例え
ばスクリーン関連データを取得するためのＤＤＣ（Display Data Channel）通信プロトコ
ルを用いたＩ２Ｃバス２２１を介して不揮発性メモリ、例えばＴＶ２１のＥＰＲＯＭであ
るＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）メモリ２１３にリンクされている
。
【００４４】
　図３には、外部のオーディオ再生装置３１（例えばホームシネマ装置のアンプ）によっ
てオーディオストリームを再生する同様の装置が示されている。このオーディオ再生装置
３１はスピーカ３３にリンクされたオーディオアンプ３１０を含む。デコーダ３０は図２
のデコーダ２０と同様の要素、例えばオーディオデコーダ、ビデオデコーダ、デマルチプ
レクサ、Ａ／Ｖ同期モジュールなどを有し、これらには図２と同様の参照番号を付してあ
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る。デコーダ３０はプログラマブルオーディオ遅延モジュール３００，ビデオフォーマッ
トマネージャ３０１およびＨＤＭＩインタフェース３０２を含む。このデコーダはＴＶ３
２にリンクされている。ＴＶはビデオ処理モジュール３２０およびこれに接続されたスク
リーン３２１を有する。デコーダはリンク３４０、例えばＳＰＤＩＦインタフェース（So
ny/Philips Digital Interface）を介して外部のオーディオ再生装置３１にリンクされて
おり、ＤＶＩ／ＨＤＭＩリンク３４１を介してＴＶ３２にリンクされている。図２，図３
の２つの手段の目的は、モジュール２１０，３２０でのビデオ処理、例えばデインタレー
シング、フォーマット変換、画像品質増大などに起因する遅延Ｄｄｃ（ここでＤｄｃ＝Ｄ

ｄ＋Ｄｃ）、および／または、スクリーン２１１，３２１、例えば液晶の応答時間に起因
する遅延Ｄｅを補償することである。遅延Ｄｅはそれ自体が上掲の表に定義された複数の
遅延の和である。以下の説明では、合計遅延をＤ、つまりＤ＝Ｄｄｃ＋Ｄｅとする。Ｄｄ

ｃおよびＤｅは時間的に固定または可変である。例えば液晶スクリーンでは遅延Ｄｅが応
答時間に応じてフレームごとに変化する。スクリーンが遅延を発生しない場合、Ｄ＝Ｄｄ

ｃである。同様にＤｄｃもゼロとなりうる。
【００４５】
　本発明によれば、少なくとも１つのプログラマブル遅延量Ｄがオーディオ信号に印加さ
れる。これは圧縮形式で記憶されても復号化形式で記憶されてもよい。遅延量Ｄはプログ
ラマブルオーディオ遅延モジュール３００においてオーディオ信号に印加される。本発明
の変形例によれば、遅延量は直接にデコーダ内のＡ／Ｖ同期モジュール２０２においてオ
ーディオ信号に印加される。デコーダはプログラマブルオーディオ遅延モジュール３００
またはＡ／Ｖ同期モジュール２０２において適切な遅延量Ｄを用いて、ビデオ処理および
／またはスクリーン２１０，３２０で生じた遅延を補償する。
【００４６】
　本発明によれば、ＴＶ２１，３２で生じる遅延Ｄは、ビデオフォーマットマネージャ３
０１によって管理されているビデオ入力のフォーマットに依存して変化しうる。したがっ
て、遅延がビデオフォーマットに依存する場合、プログラマブルオーディオ遅延モジュー
ル３００またはＡ／Ｖ同期モジュール２０２において、ビデオフォーマットが変化するた
びに新たな遅延量Ｄがプログラミングされる。この遅延はビデオフォーマットＸに関連す
るので、遅延ＤＸとする。プログラマブル遅延量は入力ビデオフォーマットから独立に演
算された合計値Ｄであってもよい。
【００４７】
　本発明の手段の特徴は、例えば種々のビデオフォーマットに起因する遅延ＤＸを表すパ
ラメータ、または入力ビデオフォーマットから独立した合計遅延Ｄによって、ＤＶＩ／Ｈ
ＤＭＩ制御プロトコルを高めることにある。こうしたＤＶＩ／ＨＤＭＩ制御プロトコルに
より、デコーダの特性および機能に関する情報をスクリーンで共有することができる。こ
のプロトコルにしたがって、ビデオソースはＤＤＣチャネル２２１を用いてＴＶ２１，３
２内の不揮発性メモリ２１３から、例えば同期信号の解像度、極性、比色分析データなど
を読み出す。これらのデータはEIA/CEA-861Bに定義されたＥＤＩＤデスクリプタを用いて
表される。ＥＤＩＤデスクリプタとしてスクリーンメーカがＥＰＲＯＭであるＥＤＩＤメ
モリ２１３内にプログラミングしたものを取得して利用してもよい。
【００４８】
　本発明では、ＴＶ情報の遅延特性、すなわちＴＶのディジタルビデオ処理による遅延Ｄ

ｄｃ，スクリーンの応答時間による遅延Ｄｅ，またはその双方による遅延ＤまたはＤＸを
記憶するために、既に標準化された情報のほか、ＥＤＩＤデスクリプタを用いる。本発明
によって得られる各ＴＶ２１，３２の遅延情報はＴＶの不揮発性メモリ２１３に記憶され
る。この情報は前述した４つのビデオフォーマット、すなわち５０Ｈｚインタレース入力
、５０Ｈｚプログレッシブ入力、６０Ｈｚインタレース入力および６０Ｈｚプログレッシ
ブ入力に相応する４つの遅延ＤＸを含む。また他のビデオフォーマットに関する遅延を記
憶することもできる。
【００４９】
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　本発明によれば、デコーダはＡ／Ｖ同期モジュール２０２またはプログラマブルオーデ
ィオ遅延モジュール３００でオーディオストリームとビデオストリームとを同期するため
にこれらの値を取得する。遅延Ｄｄｃおよび遅延Ｄｅに関する情報はＴＶ２１，３２のメ
ーカから供給され、電子情報としてＴＶ２１，３２からデコーダ２０へ送信されてもよい
。合計遅延情報ＤまたはＤＸはデコーダのスイッチオン時に移し替えられなければならな
い。この情報の移し替えは、付加的に、必要に応じてまたはデコーダへの要求に応じてチ
ャネル変更の際に行うこともできる。
【００５０】
　ＤＤＣチャネルを利用する手段に代えて、ＨＤＭＩのＣＥＣ（Consumer Electronics C
ontrol）インタラクティブインターチェンジプロトコルを利用してもよい。
【００５１】
　図４には本発明の１つの実施例が示されている。デコーダ２０は図２に則して説明した
ものと同じであるから、ここで再度の説明はしない。ＴＶ４１でも図２のＴＶ２１と同様
の要素には相応の参照番号を付してあるので、これらについても詳細には説明しない。Ｔ
Ｖ４１は遅延Ｄｅを予測する遅延予測モジュール４１０を含む。実際に、スクリーンのタ
イプに応じて時間的に可変の遅延を発生するＴＶに対して、当該の遅延を予測しなければ
ならない。予測される遅延Ｄｅは種々のビデオ処理、例えばデインタレーシングに起因す
る遅延Ｄｄｃに加算される。合計遅延Ｄの値はＥＰＲＯＭであるＥＤＩＤメモリ４１１に
記憶され、デコーダ２０内のＡ／Ｖ同期モジュール２０２またはプログラマブルオーディ
オ遅延モジュール３００によって使用される。したがってデコーダはＤＤＣリンク２２１
を介してこの遅延の値を取得し、これを用いてオーディオストリームとビデオストリーム
とを同期する。種々の遅延Ｄｄｃ，Ｄｅを個別にＥＤＩＤメモリに記憶すれば、デコーダ
はＤＤＣリンク２２１を介してこれらの遅延を取得することができる。スクリーンタイプ
に起因する可変の遅延Ｄｅを予測するための遅延予測方法については後に液晶スクリーン
に則して説明する。
【００５２】
　図５に示されている別の実施例では、スクリーンに起因する遅延Ｄｅがデコーダ５０の
処理ユニット内に配置された遅延予測モジュール５００において予測される。相応の参照
番号の付された要素は前出の要素と同様であるので、詳細には説明しない。本発明によれ
ば、スクリーンのＥＰＲＯＭであるＥＤＩＤメモリに記憶すべきデスクリプタが定義され
る。このデータは遅延予測に必要なものであり、例えば液晶スクリーンのメーカから提供
された図８のようなチャートである。デコーダはＤＤＣリンク２２１を介して当該のデー
タを取得し、遅延予測モジュール５００において平均遅延を予測する。この予測方法につ
いては後述する。
【００５３】
　前述した手段の利点は、ＴＶと外部のオーディオ再生装置３１（例えばＨｉＦｉシステ
ム、ホームシネマ装置など）とが利用される場合に、オーディオストリームおよびビデオ
ストリームが同期されるということである。
【００５４】
　図６に示されている別の実施例では、スクリーンに起因する遅延Ｄｅが前述の場合と同
様にＴＶ６１の遅延予測モジュール４１０において予測される。ただし同期は直接にＴＶ
において実行される。このとき、ＴＶ内のメモリ６１０はオーディオデータのバッファリ
ングに用いられ、平均遅延にしたがってユーザに対してオーディオデータを再生する。平
均遅延の予測方法については後述する。
【００５５】
　図７には、液晶スクリーンに起因する遅延Ｄｅの予測装置７が示されている。この予測
装置はフレームメモリ７１および遅延計算モジュール７０を含む。フレームメモリ７１は
入力画像ｖｉｄｅｏｔＮを１フレームｖｉｄｅｏｔＮ－１ずつ遅延させるために用いられ
る。予測装置７はエンハンスメント回路のフレームメモリ７１を使用することができる。
遅延計算モジュール７０は、ピクセルごとに、連続する２つのフレーム間のグレーレベル
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差を計算する。計算の際に、このモジュールは、液晶スクリーンのメーカから提供された
図８のようなチャートを用いる。このチャートは種々のグレーレベル遷移に対する応答時
間を表している。これによりピクセルごとに２つのフレーム間の応答時間が予測される。
全ピクセルについてヒストグラムが形成され、例えば所定の応答時間を有するピクセルの
数を考慮して加重平均を計算することにより平均遅延Ｄｅが予測され、この値がＡ／Ｖ同
期モジュールによって用いられる。遅延Ｄｅの予測が図５のようにデコーダ内で行われる
場合、前述したチャートはＥＰＲＯＭであるＥＤＩＤメモリに記憶され、ＤＤＣリンク２
２１を介してデコーダに受け取られる。このとき、遅延予測装置７はリンク７２を介して
ＥＤＩＤデータを取得する。
【００５６】
　以下に示す手段は、ビデオ処理およびスクリーンによって生じる遅延パラメータＤをビ
デオソースへ知らせるマニュアル式またはセミオートマティック式手段の実施例である。
これらの手段は特にＡ／Ｖソースとビデオ再生装置とのあいだにＨＤＭＩリンクが存在し
ない場合に利用される。
【００５７】
　図９にはユーザがメニューを用いて遅延パラメータを選択できるようにしたマニュアル
式チューニング方法が示されている。相応の選択装置は図１１に示されている。当該の選
択方法はメーカから遅延情報が得られない場合に有効である。この場合、デコーダ１１０
はユーザが手動で精細に遅延を同期できるＡ／Ｖシーケンスを形成する。本発明によれば
、ステップ９１で、デコーダ１１０は適切なビデオフォーマットＸ、例えば５０Ｈｚイン
タレースビデオフォーマットへの切り換えを行う。ステップ９２で、ユーザ１１５は当該
のフォーマットに対する遅延量ＤＸの値をメニューから選択する。この値はデコーダ内の
プログラマブルオーディオ遅延モジュール３００またはＡ／Ｖ同期モジュール２０２にプ
ログラミングされている。ステップ９３で、デコーダは選択された遅延の値を用いて同期
されたＡ／Ｖシーケンス１１１を送信する。こうしてビデオ画像がスクリーン１１２に表
示される。同期されたオーディオ信号はオーディオアンプ１１３によって増幅され、スピ
ーカ１１４を介して音声が再生される。ユーザはスクリーン１１２での画像再生およびス
ピーカ１１４での音声再生を視聴して同期の品質を判断することができる。ステップ９４
でユーザはメニューを用いて行われた同期が充分であるか否かをデコーダに伝える。充分
でない場合には、新たな遅延の値ＤＸが得られるまで上述のステップが反復される。同期
が充分であった場合には、選択は終了され、この遅延の値ＤＸがデコーダ内のプログラマ
ブルオーディオ遅延モジュール３００またはＡ／Ｖ同期モジュール２０２に記憶される。
【００５８】
　この演算は全てのビデオフォーマットに対して反復され、オーディオストリームに印加
すべきそれぞれの遅延量が求められる。そのための方法が図１０に示されている。５０Ｈ
ｚインタレースビデオフォーマットに関する遅延Ｄ２５ｉ，５０Ｈｚプログレッシブビデ
オフォーマットに関する遅延Ｄ５０ｐ，６０Ｈｚインタレースビデオフォーマットに関す
る遅延Ｄ３０ｉ，６０Ｈｚプログレッシブビデオフォーマットに関する遅延Ｄ６０ｐがぞ
れぞれステップ１０１，１０２，１０３，１０４で求められ、図９の方法にしたがって選
択される。
【００５９】
　別の実施例として、例えばメーカから遅延データが供給されていて既知となっている場
合、ユーザはメニューを用い、デコーダのプログラマブルオーディオ遅延モジュール３０
０またはＡ／Ｖ同期モジュール２０２において種々のビデオフォーマットに対する遅延Ｄ

Ｘの値を手動で印加することができる。例えば種々の値をディジタルサービスソース装置
のインストールの際に入力してもよい。
【００６０】
　図１２に示されている装置によれば、スクリーンに固定されたプローブ１２２が用いら
れ、スクリーンに表示されている画像の特性が検出され、その情報がデコーダへ返送され
る。このような遅延Ｄのセミオートマティック式予測方法が図１３に示されている。



(13) JP 5384006 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【００６１】
　図１３の方法によれば、デコーダ１２０がまず一連のブラック画像（グレーレベルの低
い画像）１３０を形成し、次に１つのホワイト画像（グレーレベルの高い画像）１３１を
形成し、さらに再び一連のブラック画像１３２を形成して、これらをＴＶ１２１へ送信す
る。このとき、フェーズ１３３で第１のブラック画像のシリーズがスクリーンに表示され
、次いでフェーズ１３４でホワイト画像１３４が表示され、さらにフェーズ１３５で第２
のブラック画像のシリーズが表示される。プローブ１２２はスクリーン上のホワイト画像
を検出し、デコーダ１２０へ瞬時メッセージを送信して、フェーズ１３４でホワイト画像
が表示されていることを知らせる。デコーダ１２０はホワイト画像がデコーダから送信さ
れた時点１３８からホワイト画像がＴＶ１２１のスクリーンに表示された時点１３９まで
の時間を計算する。プローブ１２２は典型的には光強度に感応するデバイスであり、例え
ばスクリーンの左上角またはスクリーンの中央に配置される。このデバイスはさらにスク
リーンの限定された領域の光強度を瞬時に評価することもできる。プローブ１２２は２つ
の論理ステータスを有する。第１のステータス１３６は光強度のレベルが所定の閾値より
も低い状態、すなわち、ブラック画像のシリーズが表示されている状態である。第２のス
テータス１３７は光強度のレベルが所定の閾値よりも高い状態、すなわち、ホワイト画像
のシリーズが表示されている状態である。当該の閾値は、ブラック画像が表示されたとき
にプローブが第１のステータスを検出し、ホワイト画像が表示されたときにプローブが第
２のステータスを検出するように定められている。ブラック画像は低い光強度の画像によ
って置換することができ、ホワイト画像は高い光強度の画像によって置換することができ
る。プローブに必要とされるのは一方から他方への遷移を検出する能力のみである。論理
ステータスは２値の電気信号へ翻訳される。この電気信号はデコーダによって取得される
。デコーダはホワイト画像のスクリーンへの送信が開始された時点１３８およびプローブ
が第１のステータスから第２のステータスへの遷移を検出した時点１３９を記憶する。２
つのタイムマーカのあいだの時間Ｄ１４０がビデオ処理およびスクリーンによって生じた
遅延を表している。この演算は全ビデオフォーマットに対する遅延量ＤＸのセットが得ら
れるようにビデオフォーマットごとに反復される。この方法は、メニューが使用されず、
ユーザはプローブをデコーダに接続してスクリーンに適用し、プロセスを手動で開始する
のみであるので、セミオートマティック式と云える。
【００６２】
　またスクリーンのいずれかの位置に黒四角領域を有するブルースクリーンを用いること
もできる。プローブ１２２はこの黒四角領域の上に配置され、光強度の変化を検出するた
めにホワイト画像が当該の黒四角領域へ送信される。この場合、スクリーン上のプローブ
の位置が既知であるので、全ピクセルを同時に再生しないスクリーンの遅延、例えばスク
リーンのスキャニング時の遅延がいっそう正確に測定される。
【００６３】
　本発明の別の実施例が図１４に示されている。図２，図３と共通する要素には相応の参
照番号を付してあるので、詳細には説明しない。デコーダ１４０は付加的なプログラマブ
ルオーディオ遅延モジュール１４１を含む。この第２のプログラマブルオーディオ遅延モ
ジュール１４１は同じ再生装置１４２、例えばＴＶで再生されるオーディオストリームと
ビデオストリームとを同期させるために用いられる。ＴＶ１４２はビデオ遅延Ｄｄｃを発
生するビデオ処理モジュール３２０を含む。またＴＶ１４２はオーディオストリームにオ
ーディオ遅延Ｄｔａを発生するオーディオ処理モジュール１４４を含む。このオーディオ
処理モジュール１４４はＴＶのビルトインスピーカ１５１に接続されている。ビルトイン
スピーカ１５１で再生されるオーディオストリームとスクリーン３２１で再生されるビデ
オストリームとを同期させるために、第２のプログラマブルオーディオ遅延モジュール１
４１はデコーダのオーディオストリーム出力に遅延量Ｄｄｃ‐Ｄｔａを加える。この実施
例では、ＥＤＩＤテーブルに、再生装置でビデオフォーマットすなわち５０Ｈｚインタレ
ース入力、５０Ｈｚプログレッシブ入力、６０Ｈｚインタレース入力および６０Ｈｚプロ
グレッシブ入力に依存して生じたビデオ遅延Ｄｄｃに関連する４つのパラメータと、４つ
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のビデオフォーマットに対するオーディオ処理で生じたオーディオ遅延Ｄｔａに関連する
４つのパラメータとが加算される。遅延の値は０ｍｓ～２５５ｍｓで変化する値を表すた
めに１ｂｙｔｅで符号化される。したがって、オーディオストリームが外部装置３１、例
えばＳＰＤＩＦで再生される場合、ソース側ではプログラマブルオーディオ遅延モジュー
ル３００で遅延量Ｄｄｃがデコーダ２０１の出力に加えられる。オーディオストリームが
ＨＤＭＩ再生装置、例えばＴＶ１４２で再生される場合、ソース側でプログラマブルオー
ディオ遅延モジュール１４１を介して遅延量Ｄｄｃ‐Ｄｔａをオーディオストリームに加
える。この遅延量はＨＤＭＩ装置１４２の種々の処理によって生じるビデオ遅延およびオ
ーディオ遅延を考慮している。
【００６４】
　別の実施例が図１５に示されている。図２，図３と共通する要素には相応の参照番号を
付してあるので、詳細には説明しない。デコーダ１５０は２つの異なる部屋に置かれた２
つのＴＶ１５２，１５５に接続されている。ＴＶ１５２はオーディオ出力に対し、例えば
ＳＰＤＩＦインタフェースを介して、ホームシネマ装置３１にリンクされている。別の部
屋に置かれたＴＶ１５５は主としてスクリーン１５７を有し、例えばスカートまたはアナ
ログＲＦのリンク１６２を介して、オーディオストリームおよびビデオストリームを受信
する。ＴＶ１５２はビデオ遅延Ｄｄｃを発生するビデオ処理モジュール１５３とスクリー
ン１５４とを含む。ＴＶ１５５は一緒に送信されてくるオーディオストリームおよびビデ
オストリームの同期を保持する。本発明によれば、ビデオ出力に同期された単独のオーデ
ィオ出力を有する装置が提案される。本発明のこの手段では、デコーダ内で、図３に則し
て説明したように、補償のための遅延量をオーディオストリームに加えることにより、オ
ーディオストリームと第１のビデオ出力１５８とが同期される。ここでは、オーディオ出
力に加えられるのと同じ遅延量Ｄ＝Ｄｄｃを第２のビデオ出力１５９に加える第２のプロ
グラマブルビデオ遅延モジュール１６１が設けられている。これにより第２のビデオ出力
１５９とオーディオ出力１６０とが同期される。この手段により、特に、第２のＴＶ１５
５が別の部屋に置かれていても、２つのビデオ出力１５８，１５９に対して同一のオーデ
ィオ出力１６０を用いることができる。
【００６５】
　本発明をＤＶＩおよびＨＤＭＩの通信プロトコルに利用する例を説明したが、デコーダ
内の遅延データまたは遅延を計算するためのデータ（例えば遅延チャート）をやり取りす
るものであれば、将来開発される制御プロトコルにおいても利用可能である。
【００６６】
　スクリーンで遅延が生じており、一方オーディオパートは瞬時処理に関連しているディ
ジタルサービスのケースにおいて、本発明をオーディオストリームおよびビデオストリー
ムの同期の実施例に則して説明した。本発明は一般に、サービスの各パートが種々の再生
装置によって個別に処理され、それぞれ固有の遅延を発生するディジタルサービス再生装
置であれば、いずれのタイプのものにも適用可能である。ここで、再生装置の固有の遅延
をソース装置へ送信する機能により、サービス全体の良好な再生のために、ディジタルサ
ービスの全てのパートを同期させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】従来技術によるフラットパネルＴＶの概略図である。
【図２】内部オーディオ再生装置を用いた本発明のオーディオビジュアルサービスの受信
再生装置を示す図である。
【図３】外部オーディオ再生装置を用いた本発明のオーディオビジュアルサービスの受信
再生装置を示す図である。
【図４】ソース側で補償された遅延を予測する本発明のオーディオビジュアルサービスの
受信再生装置を示す図である。
【図５】遅延を予測および補償する受信装置を備えた本発明のオーディオビジュアルサー
ビスの受信再生装置を示す図である。
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【図６】遅延を予測および補償する再生装置を備えた本発明のオーディオビジュアルサー
ビスの受信再生装置を示す図である。
【図７】本発明により液晶スクリーンの遅延を予測する方法を示す図である。
【図８】種々のグレーレベル遷移に対する液晶の応答時間を表すチャートを示す図である
。
【図９】本発明によるマニュアル式遅延量選択方法を示す図である。
【図１０】種々のビデオフォーマットに対する遅延量の選択方法を示す図である。
【図１１】本発明によるマニュアル式遅延量予測装置を示す図である。
【図１２】本発明によるセミオートマティック式遅延量予測装置を示す図である。
【図１３】本発明によるセミオートマティック式遅延量予測方法を示す図である。
【図１４】外部オーディオ再生装置および２つの遅延モジュールを含む受信装置を用いた
本発明のオーディオビジュアルサービスの受信再生装置を示す図である。
【図１５】２つのビデオ再生装置に接続された受信装置を用いた本発明のオーディオビジ
ュアルサービスの受信再生装置を示す図である。
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【図２】

【図３】

【図４】
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